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家庭から出るごみが対象となりますので、事業所のごみの持ち込みはできません。
混合粗大ごみ以外は受け入れを行いませんので、ご注意ください。
【混合粗大ごみとは】
　燃える物と燃えない物が一緒になっていて、自力での分別が困難なもの
　例）電気毛布、電気カーペット、スプリング入りソファー、マッサージチェア、
　　　オルガン、木製の台付きミシン、ゴルフバッグ、
　　※ねじ等で接合してあり、容易に分解できるものは持ち込みできません。
　　※係員が混合粗大ごみではないと判断した場合、受け入れできないことが
　　　ありますので予めご了承ください。（木製の家具類は、可燃粗大ごみです。）
◆日時　９月12日（日）9時～12時・13時～15時
◆持ち込み場所　名和クリーンセンター（高田2651-4）
◆手数料　10㎏あたり210円（持ち込み場所で、現金でお支払いください。）
◆当日の連絡先　名和クリーンセンター　 0859 ‒ 54 ‒ 5352
※�当日は混雑のため電話がつながりにくくなることが予想されます。お問い合わせ等は可能な限り、９月
10日（金）までに住民課へお願いします。
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急きょ中止する場合はホームページや防災無線等でお知らせし
ます。

問　住民課　 0859 ‒ 54 ‒ 5210

　スマイル大山号を利用して、町内で健診を受けら
れた場合、帰りの乗車券（当日のみ有効）をお渡し
します。健診当日、受付にお知らせください。
◆対象となる健診　町が行う集団健診、町内医療機
関での個別健診・人間ドック
※スマイル大山号の予約は、利用の１週間前から、
乗車する便の１時間前までに必要です。（予約セン
ター　 0800-200-4894）
問　健康対策課　 0859-54-5206

健診時にスマイル大山号をご利用の方へ
帰りの交通費を助成します

家庭で不要になった「混合粗大ごみ」の受入れをしますi

戦没者遺児による慰霊友好親善事業　
参加者募集募

役場本庁窓口（住民課・税務課）での
手数料等の支払いに「PayPay」が 
利用できます

i
　８月２日から役場本庁で発行する各種証明書の交
付手数料等のお支払いに、スマートフォンを使った
QRコード決済サービス「PayPay」を導入しました。
PayPayでの支払いを希望される方は、窓口でお知
らせください。　

「PayPay」とは？
　PayPay㈱が運営するキャッシュレス決済サービ
スで、スマートフォンアプリでQRコードを提示ま
たは読みとることで、事前に登録したクレジット
カードあるいはチャージした残高から支払いができ
ます。
●PayPayでお支払いできるもの
　住民課・税務課で発行する各種証明書・発行手数
料など
※ごみ袋等の支払いは対象外です。
●注意事項
　領収書は発行できません。領収書が必要な方は現
金でお支払いください。
問　住民課　 0859-54-5210
　　税務課　 0859-54-5208

　日本遺族会では、戦没者遺児に対する慰
い
藉
しゃ
の一環

として、慰霊追悼および現地の方々との友好親善を
深めることを目的として標記事業の参加者を募集し
ています。
◆実施地域　ソロモン諸島、フィリピンなど
問　日本遺族会事務局　 03-3261-5521
申込先　鳥取県遺族会　 0857-39-2270


